
せ

ら

知

お

募

集
　
　
　
　

談

相

料

無

も

座
講
・
し
お
よ

2022・12　広報17

「
冬
季
の
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
」

に
取
り
組
み
ま
し
ょ
う

　
世
界
の
エ

ネ
ル
ギ
ー
情

勢
が
不
安
定

な
中
、
今
冬

も
電
力
需
給

は
厳
し
い
見

込
み
と
な
っ

て
い
ま
す
。
市
で
は
、
地
球
温
暖

化
対
策
の
観
点
か
ら
省
エ
ネ
ル

ギ
ー
の
取
り
組
み
を
推
進
し
て
お

り
、
市
役
所
や
市
の
施
設
で
は
19

度
を
目
安
に
空
調
を
運
転
し
て
い

る
ほ
か
、
職
員
は
セ
ー
タ
ー
や
ひ

ざ
掛
け
を
着
用
す
る
な
ど
防
寒
対

策
を
し
業
務
を
行
っ
て
い
ま
す
。

家
庭
や
事
業
所
で
も
、
不
要
な
照

明
の
消
灯
や
適
切
な
暖
房
利
用
な

ど
、
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
ご
協
力
を

お
願
い
し
ま
す
。

【
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
取
り
組
み
例
】

・
暖
房
は
室
温
20
度
を
目
安
に

・
衣
服
に
よ
る
温
度
調
節
を

・�

昼
間
は
日
差
し
を
取
り
入
れ
、

不
要
な
照
明
は
消
す

・�

給
湯
設
備
は
用
途
に
合
わ
せ
て

小
ま
め
に
温
度
調
節
を

問
環
境
保
全
課

（
☎
０
２
５
・

５
２
０
・
５
６

８
９
）

児
童
扶
養
手
当・ひ
と
り
親
家
庭
等

医
療
費
助
成

　
離
婚
や
配
偶
者
と
の
死
別
な
ど

に
よ
り
対
象
と
な
る
人
で
、
ま
だ

申
請
を
し
て
い
な
い
人
は
、
早
め

に
相
談
ま
た
は
申
請
を
し
て
く
だ

さ
い
。
た
だ
し
、
所
得
制
限
や
公

的
年
金
の
受
給
状
況
な
ど
に
よ
り

対
象
と
な
ら
な
い
場
合
が
あ
り
ま

す
。

対
年
度
の
末
日
で
18
歳
以
下
（
障

害
が
あ
る
場
合
は
20
歳
未
満
）
の

児
童
を
養
育
し
て
い
る
ひ
と
り
親

家
庭
の
父
も
し
く
は
母
、
ま
た
は

児
童
を
養
育
す
る
人　
申
問
こ
ど

も
課
（
☎
０
２
５
・
５
２
０
・
５

７
２
６
）
ま
た
は
各
総
合
事
務
所

道
路
の
穴
や
側
溝
の
破
損
を

見
つ
け
た
ら
ご
連
絡
を

　
側
溝
や
ガ
ー
ド

レ
ー
ル
の
破
損
、

道
路
の
穴
は
、
通

行
の
支
障
と
な
り

ま
す
。
特
に
雪
が

降
る
と
、
舗
装
が
壊
れ
や
す
く
な

り
、
交
通
事
故
の
危
険
性
が
高
ま

り
ま
す
。
破
損
箇
所
を
見
つ
け
た

り
、
誤
っ
て
ガ
ー
ド
レ
ー
ル
や
道

路
沿
い
の
視
線
誘
導
標（
反
射
柱
）

を
損
傷
し
た
り
し
た
場
合
は
、
連

絡
し
て
く
だ
さ
い
。

問
道
路
課
（
☎
０
２
５・５
２
０・

５
７
７
４
）、
各
総
合
事
務
所

忘
れ
て
い
ま
せ
ん
か 

第
11
回
特
別
弔
慰
金
の
請
求

　
戦
没
者
な
ど
の
ご
遺
族
へ
の
特

別
弔
慰
金
の
請
求
期
限
は
令
和
５

年
３
月
31
日
㊎
ま
で
で
す
。
ま
だ

請
求
し
て
い
な
い
人
は
、
福
祉
課

ま
た
は
各
総
合
事
務
所
で
請
求
し

て
く
だ
さ
い
。

対
戦
没
者
な
ど
の
死
亡
当
時
の
遺

族
で
、
令
和
２
年
４
月
１
日
時
点

で
存
命
の
遺
族
（
一
人
）
※
対
象

者
が
死
亡
し
た
場
合
は
、
そ
の
相

続
人
も
請
求
可
能
。

●
対
象
者
の
優
先
順
位

１　
戦
没
者
な
ど
の
子

２　

�

戦
没
者
な
ど
の
死
亡
当
時
、

戦
没
者
な
ど
と
生
計
関
係
が

あ
り
、
氏
が
同
じ
で
あ
る
①

父
母
、
②
孫
、
③
祖
父
母
、

④
兄
弟
姉
妹

３　

�
２
以
外
の
①
父
母
、
②
孫
、

③
祖
父
母
、
④
兄
弟
姉
妹

４　

�

１
～
３
以
外
の
遺
族
で
、
戦

没
者
な
ど
の
死
亡
時
ま
で
引

き
続
き
１
年
以
上
の
生
計
関

係
が
あ
っ
た
三
親
等
内
の
親

族

他
額
面
25
万
円
（
年
５
万
円
×
５

年
間
）
の
記
名
国
債　
問
福
祉
課

（
☎
０
２
５・５
２
０・５
６
９
３
）

令
和
４
年
度
上
越
市
二
十
歳
を

祝
う
つ
ど
い
記
念
品
の
配
布

対
11
月
19
日
の

上
越
市
二
十
歳

を
祝
う
つ
ど
い

を
欠
席
し
た
人　

申
問
案
内
は
が

き
を
持
参
し
、

令
和
５
年
１
月
13
日
㊎
ま
で
に
社

会
教
育
課
（
☎
０
２
５・５
４
５・

９
２
４
５
）
ま
た
は
各
総
合
事
務

所
で
受
け
取
り

（
家
族
な
ど
の

受
け
取
り
も
可

能
）農

業
用
軽
油
の
免
税
制
度

　
農
業
用
機
械

に
使
用
す
る
軽

油
引
取
税
（
１

リ
ッ
ト
ル
当
た

り
32
円
10
銭
）

を
免
税
す
る
制

度
で
す
。

　
新
規
で
希
望

す
る
人
は
、
令
和
５
年
１
月
20
日

㊎
ま
で
に
問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ

い
。
２
年
目
以
降
の
人
は
取
扱
販

売
店
が
指
定
す
る
日
ま
で
に
申
し

出
て
く
だ
さ
い
。

　
免
税
さ
れ
る
軽
油
数
量
は
、
使

用
す
る
農
業
機
械
の
種
類
と
、
農

地
台
帳
に
記
録
さ
れ
た
耕
作
面
積

を
基
に
決
定
し
ま
す
。

費
○
申
請
手
数
料
＝
４
５
０
円�

（
新
規
申
請
時
と
更
新
時
に
そ
れ

ぞ
れ
必
要
）　

○
耕
作
面
積
証
明

手
数
料
＝
３
５
０
円（
毎
年
必
要
）

問
○
申
請
に
関
す
る
こ
と
＝
免
税

軽
油
取
扱
石
油
販
売
店
ま
た
は
上

越
地
域
振
興
局
県
税
部
課
税
課（
☎

０
２
５
・
５
２
６
・
９
３
０
８
）、

○
耕
作
面
積
証
明
に
関
す
る
こ
と

＝
農
業
委
員
会
事
務
局
（
☎
０
２

５
・
５
２
０
・
５
８
１
３
）

高
田
城
三
重
櫓
の 

冬
季
休
館
と
ラ
イ
ト
ア
ッ
プ

問
歴
史
博
物
館
（
☎
０
２
５
・
５

２
４
・
３
１
２
０
）

●
開
館
日
（
１
月
～
２
月
）

　
金
曜
日
～
日
曜
日
、
祝
日
（
た

だ
し
、
令
和
５
年
２
月
24
日
㊎
は

祝
日
の
翌
日
の
た
め
休
館
）

※�

年
末
年
始
（
12
月
29
日
㊍
～
令

和
５
年
１
月
３
日
㊋
）、
月
曜

日
～
木
曜
日
は
休
館

○�

開
館
時
間
（
12
月
～
令
和
５
年

３
月
）
午
前
10
時
～
午
後
４
時

●
ラ
イ
ト
ア
ッ
プ

時
12
月
28
日
㊌

～
令
和
５
年
１

月
３
日
㊋
、
日

没
～
午
前
２
時

詳しくは

詳しくは

詳しくは


